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第６章 重点施策 

 

 

環境基本計画は、策定することが目的ではなく、実行することが目的であることは言うまでもありませ

ん。環境基本計画は、実行が伴って初めて意味のあるものになります。そのため、計画策定の次年度（令

和 5 年度）より、計画に記載された施策や取組のうち、取組の実現可能性や必要性が高いものから実行

に移し、実際に成果を上げていくことが重要です。このようなことから、次のような特徴を持つ施策を

「重点施策」として位置づけ、優先的に注力していくこととします。 

 

ᵑ ─ ⅜№╡⁸∕─ ╛ ⅜ ╠⅛≢№╢ 

ᵒ ∆≢⌐ ⌐∕─ ☼כ◦─ ⅜№╢ 

ᵓ ⅜ ↄ⁸ ─ ⅜ ⌐▪Ⱨכꜟ≢⅝╢ 

 

 

 

 

このような視点に立ち、江津市の環境のことを考え、創り、守って、それを次世代につないでいくため

に、次のように重点施策を設定します。 

 

 

 

これらの重点施策に対する基本方針は次のとおりです。計画策定の次年度からこれらの基本方針に従

って重点的に施策を展開していきます。 

 

■地球温暖化対策の推進■ 

Â 国は地球温暖化対策の推進を喫緊の課題とし、2050 年までに地球温暖化の原因となる温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言し、島根県内では県を始め 6 市

町が「カーボンゼロシティ」を宣言しています。このような中で、地球温暖化防止対策として「カ

１．重点施策の意義 

 

２．重点施策の設定 

 

重点施策 

─  

─  

  ⌂ ה  

─  
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ーボンニュートラル」の声は近年各方面で高まっています。本計画においても「地球温暖化の推進」

を重点施策のひとつとします。 

Â 本市ではこれまで「江津市地球温暖化対策推進協議会」を中心に地球温暖化対策に係る様々な活動

を展開してきました。また、再生可能エネルギーについても、市内には多くの発電施設が整備され

ています。 

Â 今後は、時代の要請である地球温暖化対策としてカーボンニュートラルを本市においても様々な

形で推進していきます。 

 

■循環型社会構築の推進（適正な生活排水・廃棄物処理）■ 

Â 廃棄物処理については 1 人 1 日当たりごみ排出量や最終処分率は島根県平均や全国平均を下回り

ましたが、再生利用率は島根県平均や全国平均より低い状況でした。今後はリサイクル量を増加さ

せ、再生利用率を高める「循環型社会の推進」を重点施策のひとつとします。 

Â 本市において排出される資源ごみは、紙類が最も多く、次いでプラスチック類となっています。こ

れらのリサイクル量を増加させるためには、ごみ分別を徹底し、資源化に向けた処理の効率化や資

源物の品質を高めていくことが求められます。 

Â 今後は、資源ごみの分別徹底や可燃ごみ処理残渣のリサイクルなどのマテリアルリサイクルを中

心に、循環型社会の構築を推進していきます。 

 

■環境学習の推進■ 

Â 事業所ヒアリング調査では、多くの事業所で地域の小中学校を対象に出前授業や自社の見学会が

行われていることがわかりました。これは前項「１．重点施策の意義」で述べた「すでに地域にそ

の活動のシーズ（種）がある」ものであり、「環境学習の推進」を重点施策のひとつとします。 

Â 地域の事業者による環境学習は、学校サイドからは地域学習（ふるさと学習）として郷土愛の醸成

や若者の定着につながるものであり、事業者サイドからは企業が地域で果たすべき役割である

CSR 活動・CSV 活動として位置づけられます。 

Â 今後は、出前授業などの環境学習を事業者と地域の小中学校間の単発のものとしてではなく、事業

者と行政が連携・協働した江津市の特徴的な仕組みをめざして発展させていきます。 
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93 

第７章 地域別配慮指針 

 

 

同じ江津市であっても、地域によってその特性や課題は異なります。本章では、地域区分を行い、区分

された各地域の概要と環境の課題を明らかにし、それをふまえた施策の方向性を明らかにします。 

地域区分は、平成 31（2019）年に策定された「江津市立地適正化計画」及び令和 3（2021）年に策定

された「江津市都市計画マスタープラン」に従い、表 7-1-1、図 7-1-1 のように中学校区単位を基本に江

津中央、江津西、江津東、桜江の 4 地域に区分します。 

 

7- 1- 1  

     

江津中央 渡津、郷田、嘉久志、和木、松平 江津中学校 

江津西 都野津、二宮、敬川、波子、有福、跡市 青陵中学校 

江津東 浅利、都治、黒松、波積 江東中学校 

桜江 谷住郷、川戸、市山、長谷、川越 桜江中学校 

 

7- 1- 1  

 

  

１．地域区分 
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■地域の概要■ 

É 江津中央地域は、市の中央部に位置し、中

心部はシビックセンターゾーンとして近

年整備され、JR 江津駅、市役所、江津市

総合市民センター（ミルキーウェイホー

ル）、江津ひと・まちプラザ（パレットご

うつ）、済生会江津総合病院などの公共公

益施設のほか、ゆめタウン江津などの商

業施設が位置する本市の中心市街地で

す。また江津 IC 近くには江津市地場産業

振興センターがあり、江の川河口周辺に

は工場群が集積しています。 

É 本地域には、運動公園である江津中央公園、椿の里などのレクリエーション施設があります。また、

和木には小川庭園があります。 

É 本地域には、ランドマーク※としても市民に親しまれている島の星山（高角山）があり、久保川の

クロガネモチが市指定の天然記念物や環境省による「巨樹・巨木」に指定されています。 

É 江津市景観計画では、江の川地区（下流部）、江津本町地区、シビックセンターゾーン地区の 3 地

区を重点地区、江津駅周辺地区を重点候補地区として定め、石州瓦の街並みが残る天領江津本町甍

街道は、江津市景観条例に基づく重点地区に指定されており、山辺神社や旧江津郵便局などがあり

ます。 

 

  

   

 

※ ：その土地や景観において目印やシンボルとなる特徴的な建築物や山などの地物。 

２．江津中央地域 
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■環境の課題■ 

É 江津本町地区は江津市景観計画で重点地区として位置づけられていますが、市内で最も空家が多

い地区となっており、対策が求められます。また、東高浜地区は、老朽住宅や空家が密集しており、

空家問題が深刻化しています。 

É 市街地においては、悪臭、騒音、犬や猫の飼育による苦情等の改善が求められています。 

 

 

  

   

 

■施策の方向性■ 

【自然環境】 

É 江の川河口等、地域特有の自然的景観・環境の積極的な保全・活用を図ります。（市） 

 

【生活環境】 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法に基づき、大気汚染、騒音・振動、悪臭の発生源

への指導に努めます。（市） 

É ごみの野外焼却や野焼きはやめましょう。（市民） 

É 悪臭の原因となるたい肥やペットのし尿等は適切に管理・処理しましょう。（市民） 

É 公共下水道の整備済み区域では、公共下水道への接続を図りましょう。（市民） 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法などを遵守しましょう。（事業者） 

 

【快適環境】 

É 快適な都市空間を維持するため、江津中央公園の長寿命化対策、市民意向を踏まえた施設運営を推

進します。（市） 

É 江津本町地区は、赤瓦の歴史的な建造物を保全し、歴史と文化を感じる街なみ景観や文化財周辺の

景観の形成を図り、地域の歴史と文化資源、情緒のある風景を守り育てます老朽家屋や空家が多く

残る地区においては、建替・不燃化や道路・公園等の基盤整備を総合的に行い、良好な市街地環境

の形成を図ります。（市） 
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É 江津市景観計画で定められた景観形成基準などを遵守し、建築物等や開発行為の際は必要な届け

出を行いましょう。（市民、事業者） 

É 犬や猫は適切に飼育し、野良猫への餌やりはやめましょう。（市民） 

É 地域の清掃や除草、花壇整備などの環境美化活動に積極的に参加しましょう。（市民） 

É 事業所周辺の道路や河川、公園等の清掃や除草、花壇整備活動を行うアダプトプログラムに積極的

に取り組みましょう。（事業者） 

  

   

 

【地球環境】 

É マイカー通勤の自粛、自転車や公共交通機関の利用に取り組みましょう。（市民） 

É 地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に積極的に取り組みましょう。（市

民・事業者） 

É 太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーの導入を促進しましょう。（市民・事業者） 

 

【環境保全活動】 

É 地域コミュニティによる地域で支えあう仕組みづくりを促進し、地域特性を活かした地域コミュ

ニティ活動への支援を行います。（市） 

É 地域コミュニティ等が行っている環境保全活動等に積極的に参加しましょう。（市民） 
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■地域の概要■ 

É 江津西地域は、市の西部に位置し、古く

から窯業の中心地であった都野津地区

などには古くからの市街地が形成され

ているほか、有福地区には古い歴史を持

つ有福温泉があります。 

É 波子地区には、しまね海洋館アクアスの

ある県立石見海浜公園が位置している

ほか、波子海岸は市内でも有数の海水浴

場です。 

É 本地域は、本明山（権現山）、高野山など

の山々に囲まれ、有福八幡宮の照葉樹林、有福福泉寺の照葉樹林が「保護上重要な特定植物群落」

に指定されているほか、多鳩神社のナギ及び自然林、上有福のイチョウ、福田八幡宮の森のイチイ

ガシ及び自然林が市指定の天然記念物や環境省による「巨樹・巨木」に指定されるなど、豊かな自

然が残っています。 

 

  

   

 

É 地域を流れる水尻川、敬川は貴重な水辺空間を形成しており、市民による桜の植樹やホタルの保護

活動が進められています。 

É 都野津・敬川・波子・有福温泉地区等の古くからの市街地には石州瓦の美しい街並みが形成されて

おり、江津市景観計画では、有福温泉地区を重点候補地区として定めています。 

É 自然災害や観光客の減少で旅館の廃業が相次ぎ賑わいが失われていた有福温泉では、近年、旅館の

３．江津西地域 
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再整備やレストランなどの新規開店などにより、地域再生や地域おこしの機運が盛り上がってい

ます。 

   

   

 

■環境の課題■ 

É 都野津地区や波子地区などの古くからの市街地は、狭あい道路や空家が多く、防災や快適環境の点

から大きな課題となっています。 

É 古くからの市街地の石州瓦景観を保全することが必要です。 

É 国道 9 号沿道など幹線道路は沿道商業施設が立地し、新しい商業地の景観が形成されていますが、

屋外広告物が増加する傾向があり、適切なルールづくりが必要です。 

É 有福温泉地区は江津市景観計画で重点候補地区として位置づけられ、重点地区への移行が望まれ

ており、情緒ある街並みを保全し、石州瓦や石見焼などの地域資源を活かした景観整備を図ってい

く必要があります。 
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■施策の方向性■ 

【自然環境】 

É オオキンケイギクなどの特定外来生物を見つけた場合には、速やかに適切な方法で駆除しましょ

う。（市民） 

É アクアス、波子海水浴場、水尻川、敬川の桜並木などの自然環境に触れあえる機会を積極的に活用

しましょう。（市民） 

 

【生活環境】 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法に基づき、大気汚染、騒音・振動、悪臭の発生源

への指導に努めます。（市） 

É 公共下水道の整備済み区域では、公共下水道への接続を図りましょう。（市民） 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法などを遵守しましょう。（事業者） 

 

【快適環境】 

É 江津市景観計画で重点候補地域に指定されている有福温泉地区は、温泉地としての再生を図りな

がら、沿道家屋等の景観保全を推進します。また、都野津、敬川、波子等の情緒ある石州瓦の街並

みの景観を保全します。（市） 

É 都野津・波子地区の既成市街地や集落内における空家・空地の対策を推進します。（市） 

É 地域の清掃や除草、花壇整備などの環境美化活動に積極的に参加しましょう。（市民） 

É 事業所周辺の道路や河川、公園等の清掃や除草、花壇整備活動を行うアダプトプログラムに積極的

に取り組みましょう。（事業者） 

É 屋外広告物は色や大きさに配慮し、周辺の景観を阻害しないようにしましょう。（事業者） 

 

【地球環境】 

É マイカー通勤の自粛、自転車や公共交通機関の利用に取り組みましょう。（市民） 

É 地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に積極的に取り組みましょう。（市

民・事業者） 

É 太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーの導入を促進しましょう。（市民・事業者） 

 

【環境保全活動】 

É 水尻川、敬川で行われている市民による桜の植樹やホタルの保護活動に参加しましょう。（市民） 

É 地域コミュニティによる地域で支えあう仕組みづくりを促進し、地域特性を活かした地域コミュ

ニティ活動への支援を行います。（市） 

É 地域コミュニティ等が行っている環境保全活動等に積極的に参加しましょう。（市民） 
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Ӕ ǲȉ Ǔ 

 

石見焼といえば、江津を中心に中国地方で使われていたものと思っていたら、なんと、

北海道でも広く使われていたそうです（出典：阿部志朗「日本海沿岸地域における「石見

焼」の分布とその特色」（人文地理学会大会））。 

江戸時代から明治にかけて、石見焼は北前船で日本海を運ばれ、港のあった日本海沿い

の各地、そして北海道では港のあった松前、江差、函館、小樽などから陸揚げされ、道内

各地に運ばれたそうです。運ばれたものは「はんど」

（水瓶）や石州瓦で、北海道では今でも石州瓦の建物

が見られるそうです。 

北前船の港は、大田市の温泉津や浜田市の外浦が有

名ですが、石見焼は波子から北前船に積み込まれまし

た。当時、波子の仲買人は 100 隻以上の北前船を所有

していたといわれており、波子の街はさぞかしにぎや

かだったでしょうね。 
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■地域の概要■ 

É 江津東地域は、市の東部に位置し、JR 浅

利駅周辺に市街地が集積しているほか、

江津工業団地が隣接しています。国道 9

号沿いには道の駅サンピコごうつがあ

り、浅利地区と後地地区には山陰自動車

道の IC の整備が予定されています。波

積地区では波積ダムが建設中です。 

É 本地域には、総合公園でオートキャンプ

場などの施設を持つ菰沢公園、近隣公園

である浅利公園などのレクリエーショ

ン施設があります。また、浅利海岸と黒松海岸には海水浴場があります。 

É 本地域は、浅利黒松海岸砂丘植生が「保護上重要な特定植物群落」に指定されているほか、岩瀧寺

の自然林、高倉山八幡宮の境内林、福城寺のスギ・カヤが市指定の天然記念物や環境省による「巨

樹・巨木」に指定されるなど、豊かな自然が残っています。 

É 都治川は貴重な水辺空間で、上流には岩瀧寺の滝があります。また、沿川は豊かな農村景観を形成

しています。 

É 市街地の背景となる浅利富士（室神山）は、柿本人麻呂が詠んだ「屋上の山」といわれています。

浅利海岸の風力発電施設とあわせ、本地域の有力なランドマークになっています。 

É 黒松、尾浜、浅利、中都治、上都治、波積本郷は、歴史や風土によって築かれ育まれてきた石州瓦

の街並み景観が残っています。 

 

  

   

 

４．江津東地域 
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第７章 地域別配慮指針 

■環境の課題■ 

É 国道 9 号バイパス、山陰自動車道の IC（計画）などの交通網をはじめ、江津工業団地や波積ダム

など今後も開発が集中するため、様々な環境に配慮した開発が求められます。 

É 浅利・黒松地区の既成市街地では、空家・空地が多数みられます。また、市街地周辺には中小の工

場・倉庫等が点在しています。 

É 本地域には浅利と黒松という本市を代表する砂浜海岸を有するため、海水浴場にふさわしい快適

な環境とともに、自然度の高い海浜植生を保全していく必要があります。 

 

  

   

 

■施策の方向性■ 

【自然環境】 

É 浅利・黒松の海浜環境、都治川の水辺環境や沿川の田園環境及び上流部の自然環境の保全を図り

ます。（市） 

É 道の駅サンピコごうつ内の農林水産物直売所を拠点に地産地消を推進するとともに、ここでの物

販をきっかけに６次産業化を推進します。（市） 

É 菰沢公園、浅利海岸と黒松海岸の海水浴場など身近に自然と触れ合える場を積極的に活用しまし

ょう。（市民） 

 

【生活環境】 

É 単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を推進しましょう（市民） 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法に基づき、大気汚染、騒音・振動、悪臭の発生

源への指導に努めます。（市） 

É 大気汚染防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法などを遵守しましょう。（事業者） 

 

【快適環境】 

É 地域のシンボルである浅利富士（室神山）の山並み景観を保全します。（市） 
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É 江津工業団地では工場緑化に努め、うるおいのある快適な環境の創出を図りましょう。（事業

者） 

É 地域の清掃や除草、花壇整備などの環境美化活動に積極的に参加しましょう。（市民） 

É 事業所周辺の道路や河川、公園等の清掃や除草、花壇整備活動を行うアダプトプログラムに積極

的に取り組みましょう。（事業者） 

 

【地球環境】 

É 地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に積極的に取り組みましょう。

（市民・事業者） 

É 太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーの導入を促進しましょう。（市民・事業者） 

 

  

   

 

【環境保全活動】 

É 浅利・黒松の海水浴場の環境美化に努めていく必要があります。（市） 

É 地域コミュニティによる地域で支えあう仕組みづくりを促進し、地域特性を活かした地域コミュ

ニティ活動への支援を行います。（市） 

É 地域コミュニティ等が行っている環境保全活動等に積極的に参加しましょう。（市民） 
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第７章 地域別配慮指針 

 

 

■地域の概要■ 

É 桜江地域は、市の南部に位置し、市街地

が集積する旧川戸駅周辺に都市計画区

域が設定され、商業用地及び公益施設用

地が広がっています。 

É 地域を貫流する江の川は地域の大きな

シンボルです。江津市景観計画では、川

戸地区の江の川を江の川地区（中流部）

として重点地区に指定しています。しか

しながら近年、沿川では豪雨災害が頻発

しています。 

É 本地域には、県立自然公園に指定された観音滝と千丈渓があるほか、温泉リゾート風の国、今井美

術館などの観光施設があります。また、甘南備寺などの社寺や国指定重要無形民俗文化財の大元神

楽があります。 

É 本地域は、甘南備寺山などの山々に囲まれ、今田水神の大ケヤキが県指定の天然記念物、大亀山椎

の森、八戸大元神社のムクの木、市山八幡宮後背の椎・樅林、牛尾家のムクの木、大倉のムクの木

が市指定の天然記念物に指定されるなど、豊かな自然が残っています。 

É 川戸、谷住郷、小田、市山、渡田、渡、鹿賀は、歴史や風土によって築かれ育まれてきた石州瓦の

街並み景観が残っています。 

 

  

   

 

■環境の課題■ 

É 生活利便施設が集積する旧川戸駅周辺は、公共交通の拠点として、また桜江エリアの中心拠点とし

５．桜江地域 
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ての役割とともに、環境と共生したゆとりある住環境の整備が求められています。 

É 近年、本地域では江の川沿いや川戸地区における八戸川との合流点付近で豪雨災害が相次ぎ、河川

改修や住宅移転等の対策が進められていますが、未整備の区間が多く残されています。 

 

  

   

 

■施策の方向性■ 

【自然環境】 

É 観音滝や千丈渓、江の川などの自然を保全し、その活用を図ります。（市） 

É 江の川や八戸川の整備改修にあたっては、生物多様性や親水性、景観に配慮した整備を図りま

す。（市） 

É 甘南備寺や大元神楽などの歴史資源を保全し、温泉リゾート風の国や今井美術館などの観光施設

など多彩で豊かな地域資源とともに、その活用を図ります。（市） 
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É 江の川の天然アユ資源回復のため、稚魚及び親魚の放流や産卵場の整備等について関係機関と協

力して推進します。（市） 

É 地域ぐるみで取り組む有機の郷づくりや有機農業実践者への規模拡大を支援し、有機農業の新規

参入を図るなど、有機農業を推進します。（市） 

É 観音滝や千丈渓、江の川などの身近に自然とふれあえる場を積極的に活用しましょう。（市民） 

 

【生活環境】 

É 農業集落排水の整備済み区域では、農業集落排水への接続を図りましょう。（市民） 

É 農業従事者は、農薬や肥料の適量使用と流出防止に努めましょう。（事業者） 

 

【快適環境】 

É 川戸、谷住郷、小田、市山、渡田、渡、鹿賀の情緒ある石州瓦の街並みの景観を保全します。

（市） 

É 農村環境の保全組織への支援を行います。（市） 

É 地域の清掃や除草、花壇整備などの環境美化活動に積極的に参加しましょう。（市民） 

É 事業所周辺の道路や河川、公園等の清掃や除草、花壇整備活動を行うアダプトプログラムに積極

的に取り組みましょう。（事業者） 

 

【地球環境】 

É 地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に積極的に取り組みましょう。

（市民・事業者） 

É 太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーの導入を促進しましょう。（市民・事業者） 

 

【環境保全活動】 

É 川戸周辺の桜並木の維持管理など、地域住民と連携した水辺の清掃活動や花の植栽運動を推進し

ます。（市） 

É 地域コミュニティによる地域で支えあう仕組みづくりを促進し、地域特性を活かした地域コミュ

ニティ活動への支援を行います。（市） 

É 地域コミュニティ等が行っている環境保全活動等に積極的に参加しましょう。（市民） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 推進体制と進行管理 
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第８章 推進体制と進行管理 

 

 

本計画を推進するための、市民・事業者・市の各主体で構成される市全体の組織体制は、江津市環境審

議会が中心的な役割を担います。 

江津市環境審議会は、計画の進捗状況をまとめた年次報告書により計画の総合的な推進について点検・

評価を行ない、それに基づいた施策見直しなどの提言を行います。 

本計画を推進するための組織体制は次の図のとおりです。 

 

8- 1- 1  

 

【関係機関との協力体制】 

 なお、江の川及び沿川の河川整備・災害対策では国と、自然環境・生活環境分野では島根県と、廃棄

物処理では浜田地区広域行政組合を通じて浜田市など、関係する行成機関と連携して施策・取組を推進

していきます。  

⁸

ṑᾃ ̝

⁸

˗⁸

１．推進体制 
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第８章 推進体制と進行管理 

 

 

 

進行管理は、次のような PDCA サイクルによって進めます。 

 

■計画（Plan）■ 

 本計画書に定めた将来像や基本目標実現するための市の施策や市民・事業者の行動指針です。 

■実行（Do）■ 

 本計画書に基づき市民・事業者・市で施策、行動指針を確実に実行していきます。 

■点検・評価（Check）■ 

本計画書の施策や目標数値などの進捗状況を点検・評価するために、毎年、年次報告書を発行・公表し、

環境審議会に意見を伺います。 

■見直し（Action）■ 

年次報告書による環境審議会での意見に基づき、改善点があれば、その原因を検証して見直し、計画に

反映させていきます。 

 

このような進行管理を行うことにより、PDCA サイクル（P：Plan 計画、D：Do 実行、C：Check 評

価、A：Action 見直し）を展開することができます。 

また、PDCA サイクルにより、P から一周して再び P に戻って新たな P を計画する時、その P は以前

の P と比べて向上しています。これを「スパイラル・アップ」といい、PDCA サイクルを回すことによ

り、施策や取組は継続的に改善されていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 2- 1 PDCA  

２．進行管理 

 

スパイラル・アップ 
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１．市民アンケート調査 

 

■調査概要■ 

市民アンケート調査は、本市の環境に対する市民の意識を把握するために、市民 1,000 人に対して行

いました。調査概要は、以下のとおりです。 

 

調査期間：令和 4（2022）年 6 月 14 日（発送）～6 月 30 日（返信締切） 

調査対象：住民基本台帳より 20 歳以上 70 歳未満の市民を無作為抽出 

調査方法：調査票を郵便にて送付・返信 

配 布 数：1,000 部 

回 収 数：365 部 

回 収 率：36.5% 

 

■調査結果のまとめ■ 

【対象者の属性】 

(1)   

性別は、男性が42%、女性が58%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)   

 ̧ 年代は、60歳代が35%と最も多く、次いで50歳代が24%、

40歳代が23%なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．アンケート調査結果 
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 (3)   

 ̧ 職業は、会社員等で59%と6割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4)   

 ̧ 居住地域は、都野津、嘉久志、二宮、渡津の順に多く、この4地域で50%を占めます。 

 ̧ 中学校区に従って下表のように地域区分すると、江津中央地域が44%、江津西地域が36%を占めま

す。 

 

     

江津中央 渡津、郷田、嘉久志、和木、松平 江津中学校 

江津西 都野津、二宮、敬川、波子、有福、跡市 青陵中学校 

江津東 浅利、都治、黒松、波積 江東中学校 

桜江 谷住郷、川戸、市山、長谷、川越 桜江中学校 
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( 5)   

 ̧ 居住年数は、10 年以上～30 年未満が 33%と最も多く、次い

で 30 年以上～50 年未満が 31%で、この 2 つで 64%を占め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【集計・解析】 

前計画（平成 24 年）での市民アンケート結果との比較は、アンケートの設問内容も異なり、一概に比

較はできませんが、傾向が比較できる項目については、＜前計画との比較＞としてその比較を行ないま

した。 
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【環境の満足度】 

 

 

─ ⌐≈™≡ 

 ̧ 「満足」と「やや満足」の割合が最も多い項目は「空気のきれいさ」で、次いで「ごみの分別など

のごみ出しのマナー」「海のきれいさ」の順でした。 

 ̧ 逆に、「不満」と「やや不満」の割合が最も多い項目は「道路の整備」「ごみのポイ捨てや不法投

棄」で、次いで「下水道の整備」「ごみの野焼き」の順でした。特に、「道路の整備」「ごみのポ

イ捨てや不法投棄」は、「不満」と「やや不満」の割合が「満足」と「やや満足」の割合を上回っ

ており、満足度が低いことがうかがえます。 

≤─  

 ̧ 前計画で評価が高かったのは「空気のきれいさ」「近所の生活騒音」などで、逆に評価が低かった

のは「ポイ捨て、飼い犬のフンの放置」「道路の整備」などでした。 

 ̧ 「空気のきれいさ」は前計画と変わらず評価されています。前計画でも評価が低かった「道路の整

備」「ごみのポイ捨て」は改善されていないことがわかります。 

 

─ ⌐≈™≡ 
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 ̧ 各項目とも「満足」と「やや満足」の割合が多く、総じて高い評価になっています。 

 ̧ 中でも「山や森などの緑」は「満足」と「やや満足」の割合が最も多く、かつ「満足」の割合が最も

多くなっています。 

≤─  

 ̧ 前計画で最も評価が高かったのは「野山や森林、田畑などの緑の豊かさ」で、今回と同じ結果にな

っています 

 ̧ 自然環境については、前計画も今回調査も同様の高い評価を受けています。 

 

─ ⌐≈™≡ 

 ̧ 「満足」と「やや満足」の割合が最も多い項目は「山や川、海などの自然景観」で、次いで「公園や

道路、住宅地等のまちの緑化」の順でした。 

≤─  

 ̧ 前計画で評価が高かったのは「きれいに清掃された空間（公園や広場）」「都市の緑化（街路樹や

公園の緑など）」で、逆に評価が低かったのは「水と親しめる水辺の整備」「まちなみ景観の美し

さ」「文化財や遺跡など歴史的遺産の豊富さ」などでした。 

 ̧ 前計画と同様、都市の緑化は市民の満足度が高いことがわかります。 

 

質問４．地球環境への関心について 

 

 ̧ 地球環境問題については、いずれの項目についても関心が高く、「SDGs」は相対的に低くなってい

ます。「SDGs」を除くと「大いに関心がある」と「関心がある」を合わせると 60%前後となってい

ます。 

≤─  

 ̧ 前計画では地球環境問題全般について尋ねましたが、最も関心が高かったのは「地球温暖化」で、

した。この傾向は今回調査でも同様でした。 
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⌐ ⇔√ ╡ ╖⌐≈™≡ 

 

 

 ̧ 「いつもしている」の割合が最も多い項目は「燃やせないごみ・燃やせるごみ・資源ごみの分別と、

それぞれの収集日に気をつけている」が 68%、次いで「市民一斉清掃など、地域の環境美化活動に

参加している」が 53%とこの 2 つが突出しており、廃棄物処理については市民の取り組みの意識が

高いといえます。 

 ̧ 逆に、「していない」の割合が最も多い項目は「地域の環境イベントや環境に関する教室など環境教

育・啓発活動へ参加している」が 71%、次いで「自然観察会への参加や野外活動など、自然とのふ

れあいの機会を持つようにしている」が 65%とこの 2 つが突出しており、環境保全活動への参加の

意欲が低いことがうかがえます。 

≤─  

 ̧ 前計画で「常に実施している」の割合が多い項目は、「吸い殻や空き缶などのポイ捨てはしない」

「ごみをきちんと分別して出している」などの廃棄物処理に関する取組でした。 

 ̧ 逆に、「実施する気はない」の割合が多い項目は、「マイカー利用をできるだけ自粛し、公共交通

機関を利用している」「太陽光発電などのクリーンエネルギーを利用している」などの地球温暖化

地策に関する取組でした。 

 ̧ 廃棄物処理に関する取り組みが積極的に行なわれていることは今回調査も前計画と同様でしたが、

環境保全活動への参加の意欲は全計画と比較して低下しているといえます。 
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┼─ ⌐≈™≡ 

 

 

 ̧ 環境保全活動への市民参加について、割合の多い項目は「興味のある活動であれば参加していきた

い」が 29%で最も多く、次いでが「都合のつく範囲で参加していきたい」27%でした。一方で、「参

加したいとは思わない」は 12%にとどまっており、機会があれば参加する余地は大いにあるといえ

ます。 

 

 

 ̧ 参加したい活動として回答数が最も多いのは、「ごみの分別・排出削減、リサイクル等の活動」で、

次いで「環境学習活動」「環境活動団体への参加」となっています。 
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 ̧ また、参加しない理由として回答数が最も多いのは、「日常生活が多忙であり、環境について考える

余裕がないから」が突出しています。 

 

≤─  

 ̧ 前計画では、環境保全活動の市民参加について割合の多い項目は「都合のつく範囲で参加していきた

い」が 43%でしたが、今回はその割合が 27%と大きく減少しました。これは、市民が「都合のつく

範囲で参加していきたい」から「興味のある活動であれば参加していきたい」と環境活動についても

目的や意義を求めて参加を考える人が増えていると考えられます。 

 ̧ 参加しない理由は、前計画は「年齢・健康・体力的に無理だと思うから」が最も多かったのですが、

今回は「日常生活が多忙であり、環境について考える余裕がないから」に変化しています。 

 

─ ─ ⌐≈™≡ 

 

 

 ̧ 市民が考える江津市の環境の将来像について、最も多かったのは「ごみが少なく道路や水路の手入れ

の行き届いたきれいなまち」で、次いで「豊かな緑や多様な生き物が生息する自然豊かなまち」「市

民が誇れる街並み景観の美しいまち」でした。 

 ̧ 「誰もが環境保全活動に参加したり環境を学ぶことができるまち」や「低炭素と再生可能エネルギー

の活用を推進する地球環境に配慮したまち」をあげる人は相対的に少数でした。 

 ̧ 市民は、身近な生活環境を大切にしたいという意識が最も高く、豊かな自然環境や美しいまちを望ん
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でいることがわかります。 

≤─  

 ̧ 前計画では、「空気や川の水がきれいで公害のないまち」が突出していました。市民が考える本市

の環境の将来像は、公害という生活環境に係る具体的な負荷から、自然やまちの美しさという快適

環境にシフトしているといえます。 

 

■自由記述■ 

 ̧ 自由記述で書かれた内容を分野別の項目毎に整理し、細目毎の件数とその主な意見の主旨をとりま

とめると、以下のようになります。 

 

  

特定外来生物の対策 2

自然環境や自然景観の保全 1

森林整備・保全 2

鳥獣害対策 2

自然とのふれあいの場の確保・整備 2

水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの公害防止 12

ごみ出し、分別の要望・改善点 9

ごみのポイ捨てや不法投棄、野焼きなどに対する指導、海岸ごみなど 15

犬猫等のふん尿被害など 3

空き家対策・空き地の管理（草刈り等）、環境美化など 4

道路・河川等の環境整備（草刈り、枝打ち等）、河川氾濫対策 14

公園・緑地等の環境整備 7

上下水道整備、料金改定等 7

公共施設の効率的な整備 7

災害対策 5

清掃活動・環境美化活動の支援 5

環境保全活動や担い手育成への支援 6

環境教育・環境学習の推進 3

市役所に対する要望 5

その他（環境全般・その他） 13

その他（アンケートについて） 4

５．その他

１．自然環境

２．生活環境

３．快適環境

４．環境保全活動
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２．事業者アンケート調査 

 

■調査概要■ 

事業者アンケート調査は、本市の環境に対する事業者の意識を把握するために、市内に事業所を持つ

200 事業者に対して行いました。調査概要は、以下のとおりです。 

 

調査期間：令和 4（2022）年 6 月 14 日（発送）～6 月 30 日（返信締切） 

調査対象：江津商工会議所及び桜江町商工会の会員名簿より、まず規模の大きい事業所を半数に当た

る 100 事業所程度抽出し、残りの半数は産業分類の偏りがないよう抽出 

調査方法：調査票を郵便にて送付・返信 

配 布 数：200 部 

回 収 数：96 部 

回 収 率：48.0% 

 

■調査結果のまとめ■ 

【対象者の属性】 

(1)   

業種は「サービス業」が 47%を占め最

も多く、次いで「建設業」が 23%、「製

造業」が 22％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)   

従業員数は、10 人未満が 47%と最も多く、100 人以下が

93%を占めています。 
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( 3)   

法規制は、「該当なし」が 89 件で、回答した 96 事業所の 93％を占めています。該当する法規制は「水

質汚濁防止法・大気汚染防止法による特定事業場」が 12 件と最も多くなっています。 

 

 

 

( 4)  ┼─  

環境問題への関心は、「省エネ、地球温暖化対策」が 55 件と最も多く、次いで「廃棄物処理」50 件、

「SDGs」46 件、「大気汚染、水質汚濁、騒音振動等の公害問題」37 件で、この 4 項目の回答が突出して

います。 
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【設 問】 

⌐ ∆╢  

 ̧ 「現在取組んでいる」の割合が多かったのが、手軽にできる省エネ、ごみ減量化・再資源化、環境美

化活動などの身近な取組でした。 

 ̧ 「今後取組んでみたい」の割合が多かったのが、SDGs の取組、省エネ機器の導入・機器設備の運用

改善や電力のピークカット・ピークシフトによる省エネ、グリーン購入でした。 

 ̧ 「取組む予定はない」の割合が多かったのが、各種マネジメントシステムの認証取得、環境報告書の

作成や CSR 活動などのソフトな取組、LCA や拡大生産者責任に配慮した製品製造でした。 

 

 

 

╡ ╗  

 ̧ 前問のような環境活動に取り組む理由としては、「コスト削減につながるため」「環境への配慮の必要

性を感じているため」「企業の社会的責任だから」の回答が多くあげられ、環境への配慮の必要性は

強く認識されていました。 
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╡ ╖─  

 ̧ 取組の障害になっているものは、「時間や手間がかかる」を筆頭に、「人材不足」「資金不足」「ノウハ

ウ不足」「情報不足」をあげた事業者が多くありました。 

 ̧ 「社内に環境に関する理解や機運がない」「社内での意思統一が難しい」「社内に対応する部署がな

い」などの社内的な要因をあげた事業者は少なく、時間や手間、人材や資金、ノウハウや情報等の問

題が解決できれば、取組に対する潜在意識は高いことがうかがわれます。 
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 ̧ 「策定の予定はない」が 57%で、地球温

暖化対策についての取組が進んでいな

いことが分かります。これは「対象者の

属性」において、業種は「サービス業」

の中小企業が多かったことによるもの

と考えられます。 

 ̧ 一方、「現在策定中、もしくは計画中で

ある」の回答は 23%あり、「質問１．環

境問題への関心」では、「今後取組んで

みたい」活動として、省エネ機器の導入・

機器設備の運用改善や電力のピークカ

ット・ピークシフトによる省エネ等があ

げられており、潜在的な取組のシーズ

（種）はあるものと考えられます。 

 

⌐ ∆╢  

 ̧ 近年、世界的な環境意識の高まりとともに、環境に関する様々な外来語が社会の中で使われていま

す。本設問は、これらの用語の認知度を聞くことにより、現在のグローバル社会の中での事業者の環

境意識を問うものです。 

 ̧ 「意味を知っている」の回答が 77 件と突出して多かったのは「SDGs」で、この言葉が事業者にも

深く浸透していることをうかがわせます。「SDGs」に次いで「意味を知っている」の回答が多かった

のは「CSR」と「LOHAS」でした。 

 ̧ 「ESG」「ESD」「CSV」は、「意味を知っている」の回答が少なく、かつ「聞いたことはない」の回

答が多く、これらに対する事業者の認識が低いことがわかります。 
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なお、各用語の意味・内容は以下のとおりです。 

 

   

ESD：持続可能な開発のための教育 

(Education for Sustainable Development)  

環境、貧困、人権、平和、開発等の様々な社会問題に身近な

ところから取り組み、持続可能な社会を創造していくことを

目指す学習や活動 

ESG：環境・社会・企業統治 

(Environment Social Governance)  

企業が、長期的に成長するために必要な 3 つの要素で、機関

投資家の投資の意思決定において重要視される 

SDGs：持続可能な開発目標 

(Sustainable Development Goals)  

極度の貧困、不平等・不正義をなくし、地球のより良き将来

を実現するために、2015 年の国連総会で採択された今後 15

年間の具体的行動指針 

CSR：企業の社会的責任 

（Corporate Social Responsibility ） 

企業が利潤を追求するだけでなく、その組織活動が社会へ与

える影響に責任を持つこと。わが国では企業が行う社会貢献

活動を指すことが多い 

CSV：共通価値の創造 

(Creating Shared Value)  

企業が、社会的なニーズや問題に取り組むことにより社会的

価値を創造し、その結果、事業の経済的な価値もあわせて創

造されること 

LOHA S：健康的で持続可能な生活スタイル 

（Lifestyles of Health and Sustainability ） 

心身の健康及び持続可能な社会や地球環境に配慮し、心豊か

に暮らす生活スタイル 

EMS：エネルギー管理システム 

(Energy Management System)  

電力使用量を可視化し、節電の為の機器制御等、総合的に電

力の管理を行うシステム 

 

⌐ ∆╢  

 ̧ 行政（市）に対する要望で、突出して多かったのは「再生可能エネルギーや省エネ設備への補助金等

の財政支援」で、次いで「廃棄物の資源化に関する仕組みづくりや情報提供」「環境問題に取り組む

ための指針やガイドラインの作成」でした。省エネや廃棄物処理などの事業と深くかかわる課題につ

いての要望が多いことが分かります。 

 ̧ 逆に少なかったのは、「ISO14001 や EA21 取得の支援」「環境に関する相談窓口の設置や人材の斡

旋」や「環境に関する情報発信やプラットホームの整備」「地元企業の環境配慮型製品の PR や公共

事業での採用」でした。ソフト面でのニーズは少ないと言えます。 
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事業者アンケートでは、自由記述欄への書き込みは 3 件でした。 

 

Â 環境に関しての取組の重要性  2 件 

Â 特定外来生物の対策      １件 

 



▪fi◔כ♩ 
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■アンケート鑑・調査票■ 

 

⁸ǵ ṑǲ ǠȒȠɱȯɶɆ ǵǛӲҘǵǑ ǋ 

 

ǲǶƲ₳ ȏȑ ⁸ǵ ṑ ǲǫǋǭǛӲҘǋǦǧǔ ǲǉȑǓǯǍǛǝǋȅǠƳ 

ǜǭƲ ⁸ǮǶƲ ⁸ǵ ṑǵ ȋ ̝ҲׄșǼȅǏƲ ṑǵ ḹǒȐ˹♥ǉȒȀǔ⁸ǵᾓ

ϑșὑȈƲǤǵὕ ǵǦȈǵ ȋ֝ȑ ȆǲǫǋǭƲ⁸ ɵ˗ ɵ⁸Ǥȓǥȓǵ ȋ☻Ҋș

ǲǠȒǦȈǵƼ ⁸ ṑḨ ƽș ₴↓ʴǲ ὑǠȒǚǯǯǞǭǑȑƲ ̸᷀ ș Ȉ

ǭǋȒǯǚȔǮǠƳ ǵ ὑǲǉǦǪǭǶƲ⁸ ǵ ǲǚǍǞǦȠɱȯɶɆ ș ǟǭǛ

֓қǋǦǧǖǚǯǲȏȑƲ ǵ ׄșӦѝǲ֚ ǞǦȉǵǲǞǭǋǔǦǋǯ ǏǭǋȅǠƳ 

ǫǔȅǞǭǶƲ̲Ӱ șǑ Ȇ֝ȑǋǦǧǔƲ ȠɱȯɶɆ ǵᶥ ǲǫǋǭƲǛӲҘǋǦ

ǧǔȅǠȏǍǑ ǋ ǞʣǙȅǠƳǱǑƲ ȠɱȯɶɆ ǶƲ ̸ ǲ їǞǦ 0 ˲ǵ

⁸ ǵ șᾍ ǲὕ ǜǢǭǋǦǧǋǭǑȑȅǠƳ 

ǚǵ ǵ ǲǫǋǭƲᶥ șЏ ǠȒǚǯȋƲʣ ̊Ẇǵ ǲ̓ ǠȒǚǯǶǉȑȅǢ

ȚǵǮƲǛ ǋǦǧǔȅǠȏǍǑ ǋǞȅǠƳ 

 

̉ᴇ ₴  

⁸   ῇʤ ʹ 

⁸  

 

  ◕χḕẽϬϢϤ Ψβϥθϛτʺ 

ΚσθχέӪᾋϬΣ ΤδΨιήΜ˂˂ 

 

Ƨᶥ ǲ ǞǭǵǑ ǋ 

ƞ Њ ǶƲǉǭǶȅȒ ȋ ֵǲƦș ЊǠȒǒƲ  Кǲ ЊǞǭʤǜǋƳ 

ƞ ɚɶɩɘɱ ǮƲǶǪǔȑǯȖǒȑȋǠǖ ЊǞǭʤǜǋƳ 

ƞ ǛẉꜗǵǯǚȔǯǶἭǟȅǠǓƲ̉ᴇ ₴ 30 ȅǮǲֿᾏǵ ͬ ᾏ Ħ Ǯ

ʤ Ƽ ǵỖ ϼƽ ǵ ᴇ ṑ ἶ ╛̝ ȅǮǛ ǖǧǜǋƳ 

Ħ ͬ ᾏ Ƕў ʥ ǮǠǵǮǤǵȅȅ јǞǭǖǧǜǋƳǦǧǞƲ 30 ȅ

ǮǓ⁪ї ҧ ǯǱǪǭǑȑȅǠǵǮǛ ǖǧǜǋƳ 

Ƨ ǵỖ ϼ 

ǶƲ ɵѝ ᾐ ǮǉȒ ᴇ ṑ ἶ ╛̝  ⅎῬ⁸ ǲỖ Ǟǭ

ǪǭǋȅǠƳ 

Ƨ ȠɱȯɶɆ ǲ ǠȒǑᵂǋֻȖǢϼ 

ǂ695 - 8501  ⁸ 1 016 ᷂4  

TEL 0855 - 52 - 7936  

FAX 0855 - 52 - 1557  

⁸ ⁸  ṑ͜ 
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Ǥȓǥȓǵ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

 ѩר

Ū ר  ū ặר 

 

₴̈ 

Ū ̈  ū ̈  Ŭ ̈  ŭ ̈  Ů ̈̊ʣ   

 

 

Ū   ū   Ŭ   ŭ ᵣ   Ů ̝ ᴣ  ů Џҵᴣ   

Ű ἶ   ű   Ų Ǥǵ̀            

 

ᾱ̮᷂Ḣ  

Ū   ū   Ŭ   ŭ ♥᷂  Ů ѫ  ů ′  Ű ′₳ 

ű   Ų   ų   Ŵ Ῥǵ   ŵ ᵲʿⱷ  Ŷ ᴇ    

ŷ   Ÿ ˘Ὗ  Ź ⁸  ź ӧ   Ż ′  ż ἧ   

Ž       ⁸ῇ   ′    ̮    ′  

 

ᾱ̮₴  

Ū ₴   ū ₴̊ʣ ₴   Ŭ ₴̊ʣ ₴    

ŭ ₴̊ʣ ₴   Ů ₴̊ʣ ₴   ů ₴̊ʣ 

 

１．あなたご自身についておたずねします 
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ᵂ ṑǵ ↓ǲǫǋǭ 

ṑǲ ǠȒǤȓǥȓǵ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ1ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

      
ȋȋ 

 

ǰǨȐ

ǯȉǋ

ǏǱǋ 

ȋȋ 

ʥ  
ʥ  

Њ͈ ƷƷǲǫǋǭ ⇒ 1  2  3  4  5  

Ẏ   1 ǵǔȓǋǜ 1  2  3  4  5  

   
2 ′ɵ ǵǔȓǋǜ 1  2  3  4  5  

3 ǵǔȓǋǜ 1  2  3  4  5  

Ḩ  

4 ʣ ǵ ρ 1  2  3  4  5  

5 ʤ ǵ ρ 1  2  3  4  5  

6 ǵ ρ 1  2  3  4  5  

   

  Ҳ 

7 ǲȏȒ ɵ Ҳ 1  2  3  4  5  

8 ›˗ȋ›ḹ ǲȏȒ ɵ Ҳ 1  2  3  4  5  

9 ǵ  1  2  3  4  5  

   10 ǵǲǑǋ 1  2  3  4  5  

∕ ǵ

ы  

1 1 ǛȆǵѝѩǱǰǛȆїǞǵɜɈ

ɶ 

1  2  3  4  5  

1 2 ǛȆǵɛȢ ǭȋʥ  1  2  3  4  5  

1 3 ǛȆǵ ǔ 1  2  3  4  5  

ṑ ӓ 
1 4 Ҳ 1  2  3  4  5  

1 5 ǋ ǵɓɱǵ  1  2  3  4  5  

 

 

ᵂ ṑǵ ↓ǲǫǋǭ 

ṑǲ ǠȒǤȓǥȓǵ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

      
ȋȋ 

 

ǰǨȐ

ǯȉǋ

ǏǱǋ 

ȋȋ 

ʥ  
ʥ  

1 ῇȋ Ǳǰǵ  1  2  3  4  5  

2 ǵ′Ǳǰǵ′ǵ  1  2  3  4  5  

3 ѫƲ ἧ ḹǱǰǵ ǵ  1  2  3  4  5  

4 ⁸Кǲ ɵ ǠȒכֿ ƵǱ ǔ  1  2  3  4  5  

２．あなたは江津市の環境について、どのように感じておられますか？ 
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ᵂ ꜝ ṑǵ ↓ǲǫǋǭ 

ꜝ ṑǲ ǠȒǤȓǥȓǵ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜ

ǋƳ 

 

      
ȋȋ 

 

ǰǨȐ

ǯȉǋ

ǏǱǋ 

ȋȋ 

ʥ  
ʥ  

1 Џᶸȋ Ʋ̮ὁ᷂ ǵȅǨǵ  1  2  3  4  5  

2 ǞǖǼȓǉǏȒ′ȋ Ǳǰǵ  1  2  3  4  5  

3 ʱȆȋ┴ Ǳǰǵ ʱȆ  1  2  3  4  5  

4 ῇȋ′Ʋ Ǳǰǵ  1  2  3  4  5  

5 ֲ ɵ׀ҷȋ ӓ Ǳǰǵ ֲ  1  2  3  4  5  

 

 

ᵂ ᷂ ṑǿǵ Ⱳǲǫǋǭ 

᷂ ṑǲ ǠȒǤȓǥȓǵ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜ

ǋƳ 

 

     
Ẏǋǲ 

ⱲǓǉȒ 
ⱲǓǉȒ 

ǰǨȐǯȉ 

ǋǏǱǋ 

ǉȅȑ 

ⱲǓǱǋ 

ȅǪǦǖ 

ⱲǓǱǋ 

1 ᷂ ӓ 1  2  3  4  5  

2 ȦɋɩȬɶ 1  2  3  4  5  

3 П ֯ ȦɋɩȬ

ɶ 
1  2  3  4  5  

4 SDG  Ħ 1  2  3  4  5  

 SDG ȦȷɅȡɶȶɶȸ ֯ Ǳ ǯǶƲ₳ 27 ₴ 2015 ₴ ǲᶮ

ȳɝɁɆǮ ǜȓǦ2030 ₴ȅǮǲ ֯ Ǯȏȑȏǋʫ ș ǠǦȈǵᶮ Ǯ

ǠƳ 
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ᵂ ṑǲ ǞǦ֝ȑ Ȇǲǫǋǭ 

ǉǱǦǵ ǵ ǵʴǮǵ ṑǲ ǞǦ֝ ǵὕ ǲǫǋǭƲǉǭǶȅȒ ֵǲ

ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

      
ǋǫȉ 

ǞǭǋȒ 

ǧǋǦǋ 

ǞǭǋȒ 

Ƶ 

ǞǭǋȒ 

Ǟǭ 

ǋǱǋ 

ȖǒȐ 

Ǳǋ 

1 șǚȅȈǲ ǞǦȑƲл ș Ǐ

ȈǲǠȒǱǰƲ ȦɋǲҟȈǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

 2 ǋḹ ǲ ǖ ǶƲǮǔȒǧǘ ș̓

ȖǡƲ♪ ȋ Ǯ ǖȏǍǲǞǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

 3 Ҳ ș ǠȒ ǶƲ ȋǒǱȠȭȹ

ɩɭɶȭ ǵȦȱɇɧȢɔǲҟȈǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

4 ǵ ǮǶƲɨȳȢȭɩ ᴜȋ

ᴜƲȦȱɜɶȭ ᴜǱǰș ȚǮ Њ

ǞǭǋȒ 

1  2  3  4  5  

5 ș ǍǯǔǶƲ ḧȋ Ʋ

᷂Ϸ ǵȉǵș ǽȏǍǲǞǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

6 șǠǗǲ ǋ ǏǦȑƲ̵ѝǱȉǵș

ȖǱǋȏǍǲҟȈƲ ǖ̓ǍȏǍǲǞ

ǭǋȒ 

1  2  3  4  5  

7 ȋǢǱǋǛȆɵ ȋǢȒǛȆɵ Ǜ

ȆǵѝѩǯƲǤȓǥȓǵ֛ ǲ șǫǘ

ǭǋȒ 

1  2  3  4  5  

 8 Ȁ Ǟǵѹ Ʋ ǛȆǵ ўȑȋȱɱ

ɛȷɆǵ ǲȏȑ ǛȆǵ ǲҟȈǭ

ǋȒ 

1  2  3  4  5  

9 ǵɓɱǵы ǲ șǫǘȒǱǰƲ

ɘɁɆș ўǲ ǪǭǋȒ ɘɁɆș Ǫ

ǭǋȒ˲ǵȆ  

1  2  3  4  5  

1 0 ǲ ǨǭǋȒǛȆǹȔǋǱǰƲ ѝ

ǵὤǵקȑǵ ӓǲҟȈǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

11 ⁸ ʝ ǱǰƲ᷂Ḣǵ ṑ ӓ Ҳ

ǲ֓қǞǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

12 ȋЏᶸǵ ȋ ӓǱǰƲЏВ

ǵ ṑ ӓ Ҳǲ֓қǞǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

1 3 ↨ǲ ȋ ș ǏȒǱǰƲǍȒǑǋǵǉ

Ȓ᷂ḢǬǖȑǲҟȈǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

14 ᷂Ḣǵ ṑȢɗɱɆȋ ṑǲ ǠȒ Ὑ

Ǳǰ ṑ ɵᵃ Ҳǿ֓қǞǭǋȒ 
1  2  3  4  5  

1 5 ό̝ǿǵ֓қȋ Ẇ ҲǱǰƲ

ǯǵǼȓǉǋǵ ̝ș ǫȏǍǲǞǭǋ

Ȓ 

1  2  3  4  5  

1 6 ͪ ȋ᷂ ӓǱǰƲɄɪɑ Ǯ

Ǧ ṑᵂ ǲǫǋǭὤ Ǯ ǞֻǍǚǯ

ǓǉȒ 

1  2  3  4  5  

３．環境の取組についてお聞きします 
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ᵂ ṑͪЋ Ҳǿǵ⁸ ֓қǲǫǋǭ 

ᵂ ˹♥Ʋ ṑͪЋș ȈǭǋǖǍǏǮƲ Ʋ˗ ǵ֝ȑ ȆǶȉǯȏȑƲ⁸ ǵ

ǜȚǵ֓қǓȅǠȅǠ ǯǱǪǭǔȅǠǓƲ֓қǲǫǋǭǵǉǱǦǵǑ Ǐș ǵ

1 ǵʴǒȐ1ǫ ǺƲ ►ǠȒ ֵǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

1 ǲ֓қǞǦǋ 

2 ֻǵǫǖ ᶪǮ֓қǞǦǋ 

3 ǵǉȒװ ҲǮǉȓǷ֓қǞǦǋ 

4 ѝ ˲ǮǱǖƲ֘ ȋ̎ ǯʝ ǮǉȓǷ֓қǞǦǋ 

5 ֓қǞǦǋǯדǍǓƲꜗǞǖǭǱǒǱǒ֓қǮǔǱǋ 

6 ֓қǞǦǋǯǶדȖǱǋ Ń ᵂ ǿ 

 

ᵂ ᵂ ǮƼ1 ǲ֓қǞǭǋǔǦǋƽǒȐƼ5 ֓қǞǦǋǯדǍǓƲꜗǞǖ

ǭǱǒǱǒ֓қǮǔǱǋƽǯᶥ ǜȓǦ ǲǑ ǔǞȅǠƳ֓қǞǦǋ ҲǶǰǵȏǍ

ǱȉǵǮǠǒƳ ǵ ǵʴǒȐǉǭǶȅȒȉǵǠȀǭǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

1 ᷂Ḣǵ ṑ ӓ Ҳ 

ǛȆǵѝѩɵ їѹ ƲɨȳȢȭɩ ǵ Ҳ 

ṑἶ Ҳ 

ό̝ 

ṑ Ҳᶧ̱ǿǵ֓қ 

ṑͪЋǲ ǠȒ⁸ ↔ȋ ̝ ǿǵ֓қ 

Ǥǵ̀

                                      

 

ᵂ ᵂ ǮƼ ֓қǞǦǋǯǶדȖǱǋƽǯᶥ ǜȓǦ ǲǫǋǭƲ ǵ

ǵʴǒȐ ǫ ǺƲ ►ǠȒ ֵǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

1 ṑͪЋ Ҳǲ  ǓǱǋǒȐװ

2 ֓қǞǭȉ ᾯ̲ȉẀȖȐǱǋǯדǍǒȐ 

3 ₡ ǓẉꜗǮǉȑƲ ṑǲǫǋǭ ǏȒ̵ ǓǱǋǒȐ 

4 ₴ ɵβ∆ɵ̱Ҙ ǲ ǧǯדǍǒȐ 

5 ⁸ ǮǶǱǖƲ ȋ˗ ǧǘǮ֝ȑ ȇȀǔǚǯǧǯדǍǒȐ 

6 Ǥǵ̀                                       

４．環境保全活動の参加についてお聞きします 

Ń ᵂ ǿ 
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ᵂ ⁸ǵ ṑǵᾓ ϑǲǫǋǭ 

ǉǱǦǓ ǏȒ ⁸ǵ ǠȀǔ ṑǵᾓ ϑǲǫǋǭƲ ǵ ǵʴǒȐ ǫ̊

КǮ ǺƲ ►ǠȒ ֵǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

 

1 ȋ ǓǔȓǋǮ ǒǱЏὡǵǱǋȅǨ 

2 ∕ ǓᾜǱǋ Ǔⱦ ǠȒȅǨ 

3 ǒǱ ȋẉ Ǳ ǔ Ǔ ǠȒכֿ ǒǱȅǨ 

⁸ Ǔ ȓȒ ʱȆ ǵ ǞǋȅǨ 

Џᶸǵ ȋ ǯǼȓǉǏȒ Ǔ ǒǱǍȒǑǋǵǉȒȅǨ 

ǛȆǓᾜǱǖ ȋ ǵ Њȓǵ ǔᾴǋǦǔȓǋǱȅǨ 

̭ ǯП ֯ ȦɋɩȬɶǵ ș ǠȒ᷂ ṑǲ ǞǦȅǨ 

ȉǓ ṑͪЋ Ҳǲ֓қǞǦȑ ṑșἶǽǚǯǓǮǔȒȅǨ 

Ǥǵ̀                                       

 

    

ṑͪЋЋ ǲǫǋǭƲ⁸ǿǵǛ ɵǛ ǓǛǝǋȅǞǦȐƲǛ ЊǖǧǜǋƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȠɱȯɶɆǶ̊ʣǮǠƳǛӲҘǉȑǓǯǍǛǝǋȅǞǦƳ 

５．市の環境保全に関する施策についてお聞きします 
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▪fi◔כ♩ 

⁸ǵ ṑǲ ǠȒȠɱȯɶɆ ǵǛӲҘǵǑ ǋ 

 

ǲǶƲ₳ ȏȑ ⁸ǵ ṑ ǲǫǋǭǛӲҘǋǦǧǔ ǲǉȑǓǯǍǛǝǋȅǠƳ 

ǜǭƲ ⁸ǮǶƲ ⁸ǵ ṑǵ ȋ ̝ҲׄșǼȅǏƲ ṑǵ ḹǒȐ˹♥ǉȒȀǔ⁸ǵᾓ

ϑșὑȈƲǤǵὕ ǵǦȈǵ ȋ֝ȑ ȆǲǫǋǭƲ⁸ ɵ˗ ɵ⁸Ǥȓǥȓǵ ȋ☻Ҋș

ǲǠȒǦȈǵƼ ⁸ ṑḨ ƽș ₴↓ʴǲ ὑǠȒǚǯǯǞǭǑȑƲ ̸᷀ ș Ȉ

ǭǋȒǯǚȔǮǠƳ ǵ ὑǲǉǦǪǭǶƲ˗ ǵ ǲǚǍǞǦȠɱȯɶɆ ș ǟǭ

Ǜ֓қǋǦǧǖǚǯǲȏȑƲ ǵ ׄșӦѝǲ֚ ǞǦȉǵǲǞǭǋǔǦǋǯ ǏǭǋȅǠƳ 

ǫǔȅǞǭǶƲ̲Ӱ șǑ Ȇ֝ȑǋǦǧǔƲ ȠɱȯɶɆ ǵᶥ ǲǫǋǭƲǛӲҘǋǦ

ǧǔȅǠȏǍǑ ǋ ǞʣǙȅǠƳǱǑƲ ȠɱȯɶɆ ǶƲ ⁸Кǵ 0 ˗ ǵ˗

ǵ șᾍ ǲὕ ǜǢǭǋǦǧǋǭǑȑȅǠƳ 

ǚǵ ǵ ǲǫǋǭƲᶥ șЏ ǠȒǚǯȋƲʣ ̊Ẇǵ ǲ̓ ǠȒǚǯǶǉȑȅǢ

ȚǵǮƲǛ ǋǦǧǔȅǠȏǍǑ ǋǞȅǠƳ 

 

̉ᴇ ₴  

⁸   ῇʤ ʹ 

                        ⁸  

 

  ◕χḕẽϬϢϤ Ψβϥθϛτʺ 

ΚσθχέӪᾋϬΣ ΤδΨιήΜ˂˂ 

 

Ƨᶥ ǲ ǞǭǵǑ ǋ 

ƞ Њ ǶƲǉǭǶȅȒ ȋ ֵǲƦș ЊǠȒǒƲ  Кǲ ЊǞǭʤǜǋƳ 

ƞ ɚɶɩɘɱ ǮƲǶǪǔȑǯȖǒȑȋǠǖ ЊǞǭʤǜǋƳ 

ƞ ǛẉꜗǵǯǚȔǯǶἭǟȅǠǓƲ̉ᴇ ₴ 30 ȅǮǲֿᾏǵ ͬ ᾏ Ħ Ǯ

ʤ Ƽ ǵỖ ϼƽ ǵ ᴇ ṑ ἶ ╛̝ ȅǮǛ ǖǧǜǋƳ 

Ħ ͬ ᾏ Ƕў ʥ ǮǠǵǮǤǵȅȅ јǞǭǖǧǜǋƳǦǧǞƲ 30 ȅ

ǮǓ⁪ї ҧ ǯǱǪǭǑȑȅǠǵǮǛ ǖǧǜǋƳ 

Ƨ ǵỖ ϼ 

ǶƲ ɵѝ ᾐ ǮǉȒ ᴇ ṑ ἶ ╛̝  ⅎῬ⁸ ǲỖ Ǟǭ

ǪǭǋȅǠƳ 

Ƨ ȠɱȯɶɆ ǲ ǠȒǑᵂǋֻȖǢϼ 

ǂ695 - 8501  ⁸ 1 016 ᷂4  

TEL 0855 - 52 - 7936  

FAX 0855 - 52 - 1557  

⁸ ⁸  ṑ͜ 
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ǵ Ƕ̊ʤǵǍǨǰȓǮǠǒ  

►ǠȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū   ū ɵ ɵ ѫ ֝   Ŭ ┴   ŭ ᴜ  

Ů ›   ů ɵᶽ ᴜ   Ű ι ᴜ   ű Ǥǵ̀  

Ų   ų ԄṸ ɵᾛṸ   Ŵ ὧ ɵ ȳɶɑȷ  

ŵ ȳɶɑȷ ɵử   Ŷ ӣ ɵ   ŷ Ǥǵ̀ȳɶɑȷ  

 

♫ ᴣ  

ǵ♫ ᴣ Ƕ̊ʤǵǍǨǰȓǮǠǒ ⁸Кǵ˗ ǲҽҵǜȓǭǋȒ ǵ˲  

►ǠȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū 0˲   ū 0˲ 19 ˲  Ŭ 20 ˲ 99 ˲  ŭ 0˲ 199 ˲ 

Ů 200 ˲̊ʣ 

 

Ѱ 

ǶǰǵȏǍǱ Ѱǵᾍ ǲǱǪǭǋȅǠǒ  

►ǠȒ ֵǲǋǖǫǮȉƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū ɵẎ ǲȏȒ ὑ˗ ḹ 

ū ɵ Ҳ Ѱ ǲȏȒ ὑ˗ ḹ 

Ŭ Ȧɋ ǲȏȒ ὑ˗ ɵ ὑ ӓ˗    ŭ ᾍ ǲȏȒ ὑ ї  

Ů Ǥǵ̀                      ů ► Ǟ 

 

ṑᵂ ǿǵ Ⱳ 

ǶǰǵȏǍǱ ṑᵂ ǲ ⱲǓǉȑȅǠǒ  

►ǠȒ ֵǲǋǖǫǮȉƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū Ẏ Ʋ Ʋ Ҳ ǵЏὡᵂ   ū ᶽṦ  

Ŭ ȾȢȨȫȵɱƲȠȷɗȷɆƲPCBƲɓɫɱ ǵӓἶ ǲȏȒ ṑ  

ŭ ∕ ы   Ů ẉ ů ȦɋƲ᷂  ר ӓᾍ   Ű SDG  

ű CSR ҲĦƲ ṑͪЋ Ҳ  Ų ISO14001 ƲEA 21   ų ṑἶ  

Ŵ Ǥǵ̀                               

 ƼCorporate Social Responsibility ƽǵ ǮƲƼ̔ ǵ ̝ ̑ƽǯȏǷȓȒƳ̔ ȉ ̝ǵʝᴣǯ

ǞǭƲ ֯ Ǳ ̝ǵ ǲ֝ȑ ȇ ̑ǓǉȒǯǋǍ Ǐ ǲȏȒ ҲƳ 

１．貴社についておたずねします 
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ᵂ ṑǲ ǠȒ֝ȑ Ȇ 

Ƕ ṑǲ ǞǭǰǵȏǍǱ֝ ș ǪǭǋȅǠǒ  

3ǫǵ ǵǍǨ ►ǠȒ ǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

      
᷀֝ȑ

ȚǮǋȒ 

˹♥֝ȑ

ȚǮȆǦǋ 

֝ȑ ȇ˔

ὑǶǱǋ 

Њ͈ ƷƷǲǫǋǭ Ń 
 

  

1 ISO14 0 0 1ǵ ֝♬    

2 EA 21 ǵ ֝♬    

3 CSRǵ֝     

4 SDG ǵ֝     

5 ṑḸף ǵ̸     

6 Ȧȱ ὑȋe-ɧɶɉɱȮ ǲȏȒ ᴣǵ ṑ     

7 л ↓ǵ ὑȋ ̜Ȇǵ ǵ ǲ ǠȒ

Ȧɋǵ֝  
   

8 ҘǵƼ ǏȒӓƽȋɅɜɱɇȱɱɆɫɶɩǱǰǲ

ȏȒ Ȧɋǵ֝  
   

9 Ȧɋ ᶅǵᾚЊȋ ᶅ ρǵ ᵎǲȏȒ Ȧ

ɋǵ֝ȑ Ȇ 
   

10 П ֯ ȦɋɩȬɶǲȏȒ ȋȮɨɶɱ Ҙǵ

Њ 
   

11 ɜȢȩɶ ҽǵ ȋȦȱɇɧȢɔǵẲҤ ǵ ѫ

ǲ ǠȒ Ȧɋǵ֝ȑ Ȇ 
   

12 ȱɒɶ ǵѹ ȋǛȆǵѝѩ ǵǛȆǵ ӓȋ

П ӓǵ֝ȑ Ȇ 
   

13 ԍ ȋ ᴜɵ˗ҵ ᴜǲ ǠȒȮɨɶɱ Њ    

14 LCA ɧȢɓȳȢȭɩȠȹȷɟɱɆ ȋ Ẏ

̑ǲ ǞǦ ᴜ  
   

1 5 ˗ ȋǤǵק ǵ ӓȋ ǵ ṑ ӓ Ҳ    

1 6 їѼ ȋ ἶ֞Њ ǵ ṑἶ Ҳ    

２．貴社の環境に関する取組についておたずねします 
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ᵂ ֝ȑ ȇ  

Ƽ ᵂ ƽǵȏǍǱ ṑǲ ǠȒ֝ȑ Ȇș ǪǭǋȒǵǶǱǣǮǠǒ  

►ǠȒ ֵǲǋǖǫǮȉƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū ̀ ǓȋǪǭǋȒǦȈ 

ū ֝╠̔ ȋ ̝ ǒȐ ȈȐȓǭǋȒǦȈ 

Ŭ ♣ Ǯ ҵǬǘȐȓǭǋȒǦȈ 

ŭ ק ̮ ǯ ẺǱ ͜ș ǠȒǦȈ 

Ů ISO14001 ǲȏȑ֝ȑ ȇⱳ  ǓǉȒǦȈר

ů ̝ ȋ ᴜǵȢɟɶȶȠɁɕǵǦȈ 

Ű ȱȷɆѹ ǲǫǱǓȒǦȈ 

ű ˹♥ǵɑȶɋȷǵ Ẏɵ ᾽ǲǫǱǓȒǦȈ 

Ų ṑǿǵ ǵⱳ șר ǟǭǋȒǦȈ 

ų ̔ ǵ ̝ ̑ǧǒȐ 

Ŵ Ǥǵ̀                   

 

ᵂ ֝ȑ Ȇǵ ὡ  

Ƽ ᵂ ƽǵȏǍǱ ṑǲ ǠȒ֝ȑ Ȇș ǍʣǮƲǰǵȏǍǱ ὡǓǉȑȅǠǒ  

►ǠȒ ֵǲǋǖǫǮȉƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū ʥ   ū ˲ ʥ   Ŭ ɌȤɍȤʥ   ŭ Ḹʥ  

Ů ȋ ǓǒǒȒ  ů Кǲ ṑ ǲ ǠȒ ȋ ǓǱǋ 

Ű КǲᾍꜘǠȒ ǓǱǋ  ű КǮǵ ד ʝǓ Ǟǋ 

Ų Ǥǵ̀                    

 

ᵂ ᷂ ӓᾍ  

Ƕ ǵ Ὑҧ Ȫȷ їѹ ǲǫǋǭƲ ȋ Ҳ șὑȈǭ֝ ș ǪǭǋȅǠǒ  

►ǠȒ ֵǲ ǫƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

Ū Ιȋ Ҳ șὑȈǭ֝ ș ǪǭǋȒ 

ū Ιȋ Ҳ Ƕ̊ѼὑȈǦǓƲ Ƕ ǲ֝ Ƕ ǪǭǋǱǋ 

Ŭ ᷀ ὑʴƲȉǞǖǶ ʴǮǉȒ 

ŭ ֝ ǵ˔ὑǶǱǋ 
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ᵂ ṑǲ ǠȒ  

₴Ƕ ̝ ǲ ṑ Ǔ ȅȑƲ ṑǲ ǠȒ ƵǱ Ǟǋ Ǔ̓ȖȓǭǋȅǠƳ ǵ

ǶǛἭ ǮǠǒ  

3ǫǵ ǵǍǨ ►ǠȒ ǲƦӽșǫǘǭǖǧǜǋƳ 

șװ  ǪǭǋȒ 
ǋǦǚǯǶǉȒ

Ǔ Ƕװ ȐǱǋ 
ǋǦǚǯǶǱǋ 

1 ESD  
Education for Sustainable Development  

   

2 ESG 
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２－１．江津市生活環境の保全に関する条例 

 

○江津市生活環境の保全に関する条例 

平成 12年 3 月 23日 

条例第 12号 

目次 

第 1 章 総則( 第 1 条～第 5 条)  

第 2 章 生活環境の保全( 第 6 条～第 15条)  

第 3 章 保全施策の啓発、推進( 第 16条～第 18条)  

第 4 章 雑則( 第 19条～第 22条)  

附則 

第 1 章 総則 

( 目的)  

第 1 条 この条例は、市民が健康で快適な生活を営むため、生活環境の保全に関し、必要な事項を定

め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって良好な生活環境の確保に努めることを目的とする。 

( 定義)  

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1)  生活環境 住居としての環境及び当該住居を中心として形成される生活を営む環境をいう。 

(2)  公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる公園、広場、道

路、河川、海浜その他これらに類する場所をいう。 

(3)  空地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、占有者又は管理者( 以下「占有者等」と

いう。) が使用していないものをいう。 

(4)  空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器( 中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。) 、たば

この吸殻、紙くず、釣り糸、ビニール袋その他これらに類するもので、投棄されることにより散乱

の原因となる物をいう。 

(5)  飼い犬等 犬、猫その他の愛がん動物をいう。 

( 市の責務)  

第 3 条 市は、良好な生活環境を保全するための総合的施策を策定し、これを実施しなければならな

い。 

( 市民の責務)  

第 4 条 市民は、生活環境の保全に関する意識を高め、良好な生活環境の保全に努めるとともに、市が

実施する施策に協力しなければならない。 

( 事業者の責務)  

２．関係条例 

 

https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000047
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000047
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第 5 条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、良好な生活環境の保全の措置を講ずるよう努め

るとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。 

第 2 章 生活環境の保全 

( 公共の場所の清潔保持)  

第 6 条 市民及び事業者は、地域、職域等の活動を通じ、公共の場所の清掃に協力するとともに、自主

的に地域の清潔な環境保持に努めなければならない。 

( 空地の維持管理)  

第 7 条 空地の占有者等は、環境の保全と害虫発生防止のため、空地の除草及び清掃を行い、清潔な維

持管理に努めなければならない。 

( 水源等の保全)  

第 8 条 何人も、水源並びに河川及び水路等の水質の保全について、特に配慮しなければならない。 

( 排出水の処理)  

第 9 条 市民及び事業者は、生活及び事業活動等に伴う排出水について、適切な措置を講ずることによ

り、公共用水域の水質浄化に努めなければならない。 

( 空き缶等の散乱防止)  

第 10条 何人も、空き缶等は、自らの責任において適正に処理し、みだりに散乱させてはならない。 

( 不法投棄の禁止)  

第 11条 何人も、公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所にみだりに廃棄物を投棄してはな

らない。 

( 廃棄物の燃焼制限)  

第 12条 何人も、燃焼に伴って著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生する恐れのあるゴム、皮革、

プラスチックその他の物質をみだりに燃焼させてはならない。 

( 公害防止)  

第 13条 事業者は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下又は悪臭等によって公害

が発生しないよう、施設の整備等の適正な公害防止対策に努めなければならない。 

( 飼い犬等の管理)  

第 14条 飼い犬等を飼養する者は、当該動物が近隣住民に危害を与え、又は迷惑を及ぼさないよう適

正に管理しなければならない。 

( 家畜等飼養施設の維持管理)  

第 15条 家畜等飼養施設の所有者又は使用者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを適正に管理

し、汚物、汚水の流出、悪臭の発散及び害虫の発生の防止に努めなければならない。 

第 3 章 保全施策の啓発、推進 

( 啓発)  

第 16条 市長は、市民及び事業者に対し、生活環境の保全に関する意識の高揚及び知識の普及等の啓

発に努めなければならない。 

( 生活環境基本計画)  

第 17条 市長は、総合的な施策を達成するため、生活環境の保全に関する基本計画( 以下「生活環境基

本計画」という。) を定めなければならない。 
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2 市長は、おおむね 5 年ごとに生活環境基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これ

を変更するものとする。 

( 生活環境保全推進員)  

第 18条 市長は、地域における生活環境の保全を推進するため、生活環境保全推進員を委嘱すること

ができる。 

第 4 章 雑則 

( 紛争の処理)  

第 19条 事業者は、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に

当たらなければならない。 

( 指導等)  

第 20条 市長は、生活環境の保全に関し、必要があると認めるときは、関係者に対し必要な措置を講

ずるよう指導又は助言をすることができる。 

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により行った指導に従わない者に対し、当該

指導に従うよう勧告することができる。 

3 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨の意見を述べる機

会を与えたうえで、当該勧告の内容を公表することができる。 

( 立入調査)  

第 21条 市長は、生活環境の保全に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員を必

要な場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。 

(1)  人の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるとき。 

(2)  災害を誘発する恐れがあるとき。 

(3)  周囲の美観、清潔及び衛生を著しく害するとき。 

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。 

3 関係者は、正当な理由がない限り立入調査を拒み、又は妨げてはならない。 

( 委任)  

第 22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 12年 4 月 1 日から施行する。 

 

  

https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000180
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000182
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000197
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#e000000194
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000299.html#l000000000
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２－２．江津市環境審議会条例 

 

○江津市環境審議会条例 

平成 9 年 3 月 21日 

条例第 20号 

( 設置)  

第 1 条 環境基本法( 平成 5 年法律第 91号) 第 44条の規定に基づき、江津市環境審議会( 以下「審議

会」という。) を置く。 

( 所掌事務)  

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項について調査審議する。 

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

( 組織)  

第 3 条 審議会は、委員 20 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(1)  学識経験のある者 

(2)  関係団体の代表者 

(3)  市長が職員のうちから指名する者 

( 任期)  

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

( 会長)  

第 5 条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

( 会議)  

第 6 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の 2 分の 1 以上が出席しなければ開くことができない。 

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

4 審議会は、必要であると認める場合には、参考人に意見を求め、又は関係者に対して資料の提出を

求めることができる。 

( 部会)  

第 7 条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

( 庶務)  

第 8 条 審議会の庶務は、主務課において処理する。 

( 委任)  

https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#e000000026
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第 9 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

附 則 

( 施行期日)  

1 この条例は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 

( 江津市公害対策審議会条例の廃止)  

2 江津市公害対策審議会条例( 昭和 45年江津市条例第 468号) は、廃止する。 

( 経過措置)  

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、市長

が招集するものとする。 

4 桜江町の編入の日に委嘱された委員の任期については、第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、他の委

員の任期満了の日までとする。 

附 則( 平成 16年 6 月 24日条例第 25号)  

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則( 平成 16年 8 月 4 日条例第 108号)  

この条例は、平成 16年 10月 1 日から施行する。 

 

  

https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#e000000076
https://www1.g-reiki.net/city.gotsu/reiki_honbun/m108RG00000301.html#e000000054


 

資－34 

 

３－１．策定の経緯 

 

   

市民・事業者

アンケート 

令和 4 年 6 月 14 日（火）発送 

～6 月 30 日（木）返信締切 

市 民：配布数 1,000、回収数 365、回収率 36.5% 

事業者：配布数 200、回収数 96、回収率 48.0% 

第 1 回 

環境審議会 

（諮問） 

日時：令和 4 年 8 月 26 日（金） 

10 時 00 分～ 

場所：江津市役所 会議室３－１ 

1．計画書（基本的な考え方、環境の現況）について 

2．前計画の検証について 

3．計画書（望ましい環境像と基本目標）について 

第 2 回 

環境審議会 

日時：令和 4 年 10 月 18 日（火） 

10 時 00 分～ 

場所：江津市役所 会議室２－１ 

1．計画書（施策と取組）について 

2．計画書（めざす環境像と基本目標）について 

12 月議会 

情報交換会 

日時；令和４年 12 月 15 日（木） 

10：00～ 

場所：江津市役所 多目的ホール 

12 月議会情報交換会にて、策定経過及びパブリックコ

メントについて説明 

第 3 回 

環境審議会 

日時：令和 4 年 12 月 15 日（木） 

13 時 30 分～ 

場所：江津市役所 会議室３－１ 

1．計画書（指標と目標値）について 

2．計画書（重点施策、地域別配慮指針、推進体制と進

行管理）について 

3．答申（案）について 

パブリック 

コメント 

令和 5 年 1 月 6 日（金） 

～ 

令和 5 年 2 月 5 日（日） 

市ホームページ、市民生活課及び桜江支所窓口、各地域

コミュニティ交流センター、図書館で実施 

答申   

   

 

  

３．策定の経緯 
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■第 1回環境審議会（令和 4年 8月 26日）／諮問■ 

  

  

 

■第２回環境審議会（令和 4年 10月 18日）■ 

  

  

 

■第３回環境審議会（令和 4年 12月 15日）■ 
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■答申（令和 5年 2月日）■ 

 

 

 

３－２．委員名簿 

 

      

学識経験者 ◎ 菅 和雄 島根職業能力開発短期大学校 校長 

団体の代表 

高村 洋 連合自治会（江津地区） 

松田 明信 連合自治会（桜江地区） 

脇田 郁夫 江津商工会議所（事務局長） 

川本 豊 江津市森林組合（代表理事組合長） 

二本木 俊二 江川漁業協同組合（代表理事組合長） 

小松 隆司 ＪＡしまね島根おおち地区本部（運営委員） 

浦田 慧子 連合婦人会代表 

田才 典子 連合婦人会代表 

市職員 

横田 龍二 総務部門参事 

河野 裕光 経済部門参事 

山本 雅夫 建設部門参事 

中川 稔 教育委員会事務局参事 

小瀧 陽夫 上下水道部門参事 

 任期は令和 3 年 9 月 1 日から令和 5 年 8 月 31 日まで。 

 ◎は会長 
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３－３．諮問・答申書 
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